
山梨県教育委員会では、県立学校において１人１台端末環境での
教育を行うため、各ご家庭に端末をご用意いただくこととしております。

令和8年度のMicrosoft Windows端末の要件は次のとおりであり、各ご
家庭には、次の要件を満たす端末をご用意いただく必要があります。

県立高等学校の入学者のうち一定の条件を満たす方に対しましては県教
育委員会が実施予定の購入支援策を、盲学校・ろう学校・桃花台学園の
入学者に対しましては国の制度等を活用した購入支援策の実施を予定して
おり、必要な予算案を令和8年2月県議会に提出する予定としております。
（支援策の正式な実施決定は、県議会での予算案議決後になります。）

県教育委員会では、次の要件を満たし、通常よりも安価に購入できる
EC（端末購入）サイトを用意しております。詳しくは裏面をご覧下さい。

令和8年度 山梨県立学校における生徒使用端末の仕様について

・Microsoft Windows 11 pro 相当以上
※ただしHomeも可。学校でproに無償アップグレードができます。
※OSはMicrosoft Windowsに統一します
(iPadOS端末、macOS端末、ChromeOS端末は持ち込めません）

OS

・Intel® プロセッサーN100相当以上CPU

・8GB以上メモリ

・SSD 128GB以上(フラッシュメモリ（eMMC/UFS）も可)ストレージ

・10.1インチ以上、上限はありませんが日々持ち運べるサイズ。解像度1,280×800
ドットまたは1,366×768ドット以上、静電容量方式タッチパネル（マルチタッチ）、ペ
ン入力対応

画面

・JEITA測定法3.0により駆動時間6時間(動画再生時)以上かつ12時間(アイドル
時)以上またはこれに相当する性能以上バッテリー

・IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6）以上、Bluetooth 5.0以上対応無線

・Bluetooth接続でない日本語JISキーボードキーボード

・有（インカメラ、アウトカメラがあることが望ましい）カメラ機能

・マイク・ヘッドフォン端子×1 以上音声接続端子

・マイク、スピーカー内蔵サウンド

・USB3.0準拠×1以上（内、Type C×１以上）外部接続端子

・本体及びキーボードの合計1.5kg 未満が望ましい重さ

・当該端末画面上での文字入力に適したペンスタイラスペン

Microsoft Windows端末の要件 【各高等学校・ろう学校・桃花台学園】

【各県立高等学校・ろう学校・桃花台学園に入学する生徒用】
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令和8年度入学生がECサイトで購入できる端末の主な仕様は次のとおりです。詳細は県ホームページに掲載
いたします（「山梨県 ICT教育」で検索してください）。

ECサイトで購入できるWindows端末

端末に関する問い合わせ先
山梨県教育庁総務課教育企画室 TEL:055-223-1750 MAIL:kyouiku-kikaku＠pref.yamanashi.lg.jp

給付金に関する問い合わせ先
山梨県教育庁高校教育課 TEL:055-223-1769 MAIL: koukoukyo@pref.yamanashi.lg.jp

Ｑ いつまでに端末を用意しなければならないですか。
端末は5月中旬から学校で設定を行う想定をしておりますので、5月中旬までに端末のご準備をお願いします。
なお、ＥCサイトから端末を購入する場合の想定スケジュールは次のとおりです。

6月5月4月3月

ASUS BR1104FTA機種
Windows 11 Pro Education 64ビットOS
インテル®プロセッサー N150CPU
8GBメモリ
128GB UFSストレージ
11.6型ワイドTFTカラー液晶 1,366×768ドット 静電容量方式タッチパネル画面
Wifi6(最大2.4Gbps) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth(Ver5.2)無線
インカメラ92万画素 アウトカメラ1,258万画素カメラ機能
標準添付 ASUS Penタッチペン
メーカー保証＋自然保証・物損保証（合計３年間）保証
60,940円（消費税・自宅等への配送料・3年保証込）料金

Ｑ 要件を満たす端末を紹介してください。
県教育委員会では、事業者（株式会社 大塚商会）との連携により、要件を満たす端末をインターネット

上で安価に購入できるECサイトを開設いたします。アクセス方法は、入学許可予定者発表後にチラシにてご
案内いたします。

Ｑ 表面に記載されている要件を全て満たす端末でないと学校では使用できないですか。
要件を満たさない端末は、授業で一部機能が利用できない可能性がありますので、要件を全て満たす端末をご

用意いただくようお願いします。（ペン入力対応については各学校へお問い合わせください。）

Ｑ 端末購入に対する支援策はありますか。

一定の条件を満たす世帯を対象とした購入支援策の実施を県教育委員会で予定しており、必要な予算案を
令和8年2月県議会に提出する予定としております。

県立高等学校への入学者

ろう学校・桃花台学園への入学者
国の制度等を活用した購入支援策の実施を予定しており、必要な予算案を令和8年2月県議会に提出する

予定としております。

Ｑ 端末を家族で共有利用したり、個人的にSNSやゲームアプリをダウンロードしたりして使用してもかまいませんか。
共有利用はご家族のファイル等が漏洩する危険があるとともに、教育委員会による端末管理やインターネットのフィルタ

リングをするため、学習用以外の一部サイトやゲームを含めたアプリは利用できません。このため、端末は生徒専用・
学習専用にしていただくことをお勧めします。

・入学許可予定者発表
・ECサイト案内送付 予定

R8.3.12～R8.4.15
・ECサイト購入期間

～ R8.5.15  
・購入した端末の納入期限

・学校での端末の活用開始R8.3.12 

山梨県教育委員会
ICT教育HP

※ 支援策の正式な実施決定は、県議会での予算案議決後になります。
※ 支援制度については改めてご案内いたします。

Ｑ 卒業生等から譲り受けた端末を使用することはできますか。

表面の要件を満たす端末であれば使用可能です。


